
事業所番号 ：　　３３

事業所名 ：

点検年月日 ：　　令和　　　年　　　月　　　日（　　　）

点検担当者 ：

令和７年度

自己点検シート

（介護報酬編）

（介護予防）短期入所生活介護
　　　　　　　　　　　１　指定居宅サービス介護給付費加算等
　　　　　　　　　　　４　指定介護予防サービス介護給付費加算等

108 短期入所生活介護費(1/16)



届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考

月平均の利用者数が運営規程に定める入所定員を超えている □ 該当

【入所定員４０人以下の場合】
市町村による措置又は入院中の入所者の再入所が早まった特例入所者の数
が，定員の１０５％超

□ 該当

【入所定員４０人超の場合】
市町村による措置又は入院中の入所者の再入所が早まった特例入所者の数
が，定員＋２人超

□ 該当

有・無 有・無
人員基準欠如減算
（介護職員又は看護職員）

常勤換算方法で，入所者の数が３又はその端数が増すごとに１人以上配置し
ていない

□ 該当

有・無 有・無
人員基準欠如減算
（常勤介護職員及び常勤看
護職員）

介護職員及び看護職員のそれぞれ１名以上，常勤の者を配置していない
（定員２０人未満の事業所に限る）

□ 該当

利用者数２５人以下　　　　　　　　看護・介護１人未満 □ 該当

利用者数２６人以上６０人以下　　　看護・介護２人未満 □ 該当

利用者数６１人以上８０人以下　　　看護・介護３人未満 □ 該当

利用者数８１人以上１００人以下　　看護・介護４人未満 □ 該当

利用者数１０１人以上　　　　　看護・介護４＋２５又は端数を
　　　　　　　　　　　　　　　増す毎に1を加えた数未満

□ 該当

【ユニット型の場合のみ】　２ユニットごとに１以上配置していない □ 該当

日中常時１名以上の介護又は看護職員を配置していない □ 該当

ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置していない □ 該当

身体的拘束等を行う場合の記録を行っていない □ 該当

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催
していない。または，その結果について，介護職員その他の従業者に周知し
ていない。

□ 該当

108 短期入所生活介護費 ・ 408 介護予防短期入所生活介護費

点検結果

定員超過利用減算

有・無

有・無 有・無

有 ・ 無

有・無 夜勤減算

ユニットケア減算

有・無 身体拘束廃止未実施減算有・無 令和７年度から適用
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない □ 該当

介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期
的に実施していない

□ 該当

高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない
□ 該当

高齢者虐待防止のための指針を整備していない
□ 該当

高齢者虐待防止のため定期的な研修（年２回以上）及び新規採用時の研修を
実施していない

□ 該当

高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない
□ 該当

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的
に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を
策定していない

□ 該当

上記計画に従い必要な措置を講じていない □ 該当

生活相談員を１名以上配置している □ 該当

地域に貢献する活動を行っている □ 該当
有・無

生活相談員配置等加算
（共生型の場合のみ）

有・無
高齢者虐待防止措置未実施
減算

有・無 業務継続計画未策定減算

有・無 身体拘束廃止未実施減算有・無 令和７年度から適用

有・無

有・無

有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

指定訪問リハビリテーション事業所，指定通所リハビリテーション事業所又
はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師，理学療法士等
が，施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体の状況等の評価及び個
別機能訓練計画を作成している

□ 該当

個別機能訓練計画に基づき，利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的と
する機能訓練の項目を準備し，機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応
じた機能訓練を適切に提供している

□ 該当

評価に基づき，個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価
し，利用者又はその家族に対し，機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗
状況等を説明し，必要に応じて訓練内容の見直し等を行っている

□ 該当

個別機能訓練加算を算定している場合は，１月につき１００単位を算定して
いる

□ 該当

指定訪問リハビリテーション事業所，指定通所リハビリテーション事業所又
はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師，理学療法士等が
事業所を訪問している

□ 該当

当該事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメント及び利用者の身体の
状況等の評価をした上で，個別機能訓練計画を作成している

□ 該当

個別機能訓練計画に基づき，利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とす
る機能訓練の項目を準備し，機能訓練指導員等が，利用者の心身の状態に応
じた機能訓練を適切に提供している

□ 該当

機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し，個別機能訓練計画の進捗状況等
を３月ごとに１回以上評価し，必要に応じて利用者又はその家族に対して機
能訓練の内容と計画の進捗状況等を説明し，訓練内容等の見直し等を行って
いる

□ 該当

個別機能訓練加算を算定している場合は１００単位 □ 該当

専ら職務に従事する常勤の理学療法士等を１人以上配置している □ 該当

利用者数が１００人超の場合，利用者の数を１００で除した数以上配置して
いる

□ 該当
機能訓練指導員体制有・無

有・無 有・無
生活機能向上連携加算
（Ⅱ）

有・無 有・無
生活機能向上連携加算
（Ⅰ）

有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

専ら職務に従事する理学療法士等を１人以上配置している □ 該当

機能訓練員等が共同して，利用者ごとに目標，実施時間，実施方法等を内容
とする個別機能訓練計画を作成し，当該計画に基づき行った個別機能訓練の
効果，実施時間，実施方法等について評価

□ 該当

利用者の日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標を利用者等の
意向及び担当介護支援専門員の意見を踏まえ，具体的かつ分かりやすい目標
を策定し，当該目標を達成するための訓練を実施している

□ 該当

概ね週１回以上実施している □ 該当

３月ごとに1回以上，利用者の居宅を訪問，生活状況の確認を行い，利用者等
に個別機能訓練計画の内容，進捗状況等の説明，記録を行い，訓練内容を見
直している

□ 該当

利用者ごとに個別機能訓練に関する記録を保管し，常に当該訓練の従業者に
より閲覧することができる

□ 該当

常勤の看護師を１名以上配置している □ 該当

定員，人員基準に適合している □ 該当

【加算Ⅲイ・ロの場合のみ】
算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総
数のうち，要介護状態分が３～５である者の占める割合が７０／１００以上

□ 該当

【加算Ⅲイの場合のみ】　利用定員が２９名以下 □ 該当

【加算Ⅲロの場合のみ】　利用定員が３０名以上５０名以下 □ 該当
【空床利用】本体施設が５１名以上の場合
算定不可

看護職員が，常勤換算で利用者の数が２５又はその端数を増すごとに１人以
上配置

□ 該当

看護職員による２４時間の連絡体制が確保できている □ 該当

定員，人員基準に適合している □ 該当

有・無 個別機能訓練加算

有・無 有・無

有・無

看護体制加算
（Ⅱ）・（Ⅳ）イ，ロ
（介護予防は当該加算な
し）

有・無

看護体制加算
(Ⅰ）・（Ⅲ）イ，ロ
（介護予防は当該加算な
し）

有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

【（Ⅳ）イ・ロの場合のみ】
算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総
数のうち，要介護状態分が３～５である者の占める割合が７０／１００以上

□ 該当

【（Ⅳ）イの場合のみ】　利用定員が２９名以下 □ 該当

【（Ⅳ）ロの場合のみ】　利用定員が３０名以上５０名以下 □ 該当
【空床利用】本体施設が５１名以上の場合
算定不可

看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定している □ 該当

利用者の急変の予測・早期発見のため，看護職員による巡視を行っている □ 該当

あらかじめ協力医療機関を定め，緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決
めを行っている

□ 該当

急変時の医療提供の方針について，利用者から合意を得ている □ 該当

次のいずれかに適合すること
　ａ　看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを算定している
　ｂ　看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ若しくはロを算定しており，かつ，
　　　当該事業所の看護職員により，又は病院等若しくは本体施設の看護
　　　職員との連携により，利用者の状態等に応じた対応ができる連絡
　　　体制を確保し，２４時間連絡できる体制を確保している。

□ 該当

管理者を中心として介護職員等による協議の上，看取り期における対応方針
を定め，利用開始の際に，利用者又はその家族等に対して内容を説明し，同
意を得ている

□ 該当

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断をしている □ 該当

ＰＤＣＡサイクルにより看取り介護を実施する体制を構築している □ 該当

次に掲げる事項を介護記録等に記録し，多職種連携のための情報共有を行っ
ている。
　ａ　利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録
　ｂ　看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び家族
　　　等の意向を把握し，それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録

□ 該当

当該加算は死亡月にまとめて算定することから，短期入所生活介護終了後の
自己負担請求など一部負担請求を行う場合があることを説明し，文書にて同
意を得ている

□ 該当

看取り連携体制加算

有・無 有・無

有・無 有・無

看護体制加算
（Ⅱ）・（Ⅳ）イ，ロ
（介護予防は当該加算な
し）

医療連携強化加算
（介護予防は加算なし）

有・無 有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねた時に，当該医療機関等が事業所
に対して本人の状態を伝えることについて，入院の際，本人又は家族等に対
して説明をし，文書にて同意を得ている

□ 該当

医師，生活相談員，看護職員，管理栄養士，介護支援専門員等が共同して，
随時，入所者等に対して説明をし，合意（口頭で得た場合は，介護記録に説
明日時，内容等および合意を得た旨を記載）を得ている

□ 該当

事業所において看取りを行う際は，個室又は静養室を利用している □ 該当

死亡日を含めて３０日以内のうち７日を上限として算定している □ 該当 サービスを直接提供した日が対象

ユニット型サービス以外 □ 該当

夜勤職員基準＋１名（テクノロジーの導入が「無」の場合） □ 該当

【（Ⅲ）の場合のみ】
夜間時間帯を通じて，看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配
置

□ 該当

【（Ⅲ）の場合のみ】
登録喀痰吸引等事業者として都道府県の登録

□ 該当

ユニット型サービス □ 該当

夜勤職員基準＋１名（テクノロジーの導入が「無」の場合） □ 該当

【（Ⅳ）の場合のみ】
夜間時間帯を通じて，看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配
置

□ 該当

【（Ⅳ）の場合のみ】
登録喀痰吸引等事業者として都道府県の登録

□ 該当

看取り連携体制加算有・無 有・無

夜勤職員配置加算
（Ⅰ）・（Ⅲ）
（介護予防は加算なし）

夜勤職員配置加算
（Ⅱ）・（Ⅳ）
（介護予防は加算なし）

有・無 有・無

有・無 有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

最低基準の数に１０分の９を加えた数以上を配置している □ 該当

見守り機器を，当該介護老人福祉施設の入所者の数の１０分の１以上の数設
置している

□ 該当

「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する
方策を検討するための委員会」を３月に１回以上行い，必要な検討等を行っ
ている

□ 該当

最低基準の数に１０分の６を加えた数以上を配置（※）している。
（※）夜勤職員の人員基準緩和に該当する従来型の施設は，夜勤職員数に１
０分の８を加えた数以上

□ 該当

利用者が使用するすべての居室に見守り機器を設置している □ 該当

インカム（マイクロホンが取り付けられたイヤホン）等の職員間の連絡調整
の迅速化に資する機器及び見守り機器の情報を常時受信可能なスマートフォ
ンやタブレット端末等の機器を，全ての夜勤職員が使用し，利用者の状況を
常時把握している

□ 該当

「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する
方策を検討するための委員会」を３月に１回以上行い，介護職員，看護職員
その他の職種の者と共同して必要な検討等を行い，必要事項の実施を定期的
に確認している（テレビ電話装置等を活用して行うことができる）

□ 該当

「利用者の安全及びケアの質の確保に関する事項」として，以下の事項等の
実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行っている。
　ａ　見守り機器等を使用する場合においても，一律に定時巡回等を
　　　とりやめることはせず，個々の利用者の状態に応じて，個別に
　　　定時巡視を行う
　ｂ　見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報
　　　を利用者の状態把握に活用する
　ｃ　見守り機器等の使用に起因する事業所内で発生した介護事故
　　　又はヒヤリ・ハット事例の状況を把握し，その原因を分析して
　　　再発の防止策を検討する

□ 該当
テクノロジーの導入
（夜勤職員加算関係）
（０．６人配置）

有・無

テクノロジーの導入
（夜勤職員加算関係）
（０．９人配置）

有・無

有・無 有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項とし
て，実際に夜勤を行う職員に対して以下の内容を含むアンケートやヒアリン
グ等を行い，見守り機器等の導入後における次の事項等を確認し，人員配置
の検討等を行っている
　ａ　ストレスや体調不安等，職員の心身の負担が増えていないかどうか
　ｂ　夜勤時間帯において，負担が過度に増えている時間帯がないかどうか
　ｃ　休憩時間及び時間外勤務等の状況

□ 該当

日々の業務の中で予め時間を定めて見守り機器等の不具合がないことを確認
する等のチェックを行う仕組みを設けている。また，見守り機器等のメー
カーと連携し，定期的に点検を行っている

□ 該当

見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知，その事例を
通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行っている

□ 該当

利用者に「認知症の行動・心理状況」が認められ，緊急に短期入所生活介護
が必要と医師が判断し，介護支援専門員・受入事業所職員と連携し，利用者
又は家族の同意を得て短期入所生活介護を開始

□ 該当

加算適用利用者が次を満たす
病院又は診療所に入院中の者，介護保険施設等に入院又は入所中の者，認知
症対応型共同生活介護等を利用中の者が，直接，短期入所生活介護の利用を
開始していない

□ 該当

医師が判断した日又はその次の日に利用開始 □ 該当

利用開始日から７日を限度として算定 □ 該当

判断した医師が診療録等に症状，判断の内容等を記録 □ 該当

介護サービス計画書による記録 □ 該当

利用者ごとの個別担当者 □ 該当

利用者に応じたサービスの提供 □ 該当

認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定していない □ 該当

有・無 有・無 送迎加算 利用者の心身の状態等が送迎を必要と認められる状態 □ 該当

テクノロジーの導入
（夜勤職員加算関係）
（０．６人配置）

有・無

認知症行動・心理症状緊急
対応加算

有・無

有・無
若年性認知症利用者受入加
算

有・無有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

感染症等により，従来型個室の利用の必要があると医師が判断している □ 該当

入所者一人当たりの面積が１０．６５㎡以下に適合する従来型個室を利用し
ている

□ 該当

著しい精神症状等により，同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及
ぼす恐れがあるとして，従来型個室の利用が必要であると医師が判断した

□ 該当

介護を行う者が疾病にかかっていること，その他やむを得ない理由により居
宅で介護を受けることができない，かつ，居宅サービス計画において当該日
に利用することが計画されていない者

□ 該当

あらかじめ，担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の必
要性及び利用を認めている

□ 該当

緊急利用した者に関する利用の理由，期間，緊急受入れ後の対応などの事項
を記録

□ 該当

当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して７日（利用者の日常生活
上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日）を限度と
して算定

□ 該当

認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定していない □ 該当

連続して（自宅に戻ることなく，自費利用を挟み）３０日を超えて入所して
いる利用者がいる

□ 該当

当該者は指定短期入所生活介護を受けている者である □ 該当

連続して（自宅に戻ることなく，自費利用を挟み）６０日を超えて入所して
いる利用者がいる
【介護予防の場合】連続して（自宅に戻ることなく，自費利用を挟み）３０
日を超えて入所している利用者がいる

□ 該当

当該者は（介護予防）指定短期入所生活介護を受けている者である □ 該当

当該事業所の従業者が，口腔の健康状態の評価を実施している □ 該当

利用者の同意を得て，歯科医療機関及び介護支援専門員に対し，当該評価の
結果の情報提供を行っている

□ 該当

有・無 長期利用の適正化

有・無 有・無 口腔連携強化加算

有・無 従来型個室の多床室利用

緊急短期入所受入加算

有・無
長期利用者に対する減算
（介護予防は減算なし）

有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

歯科点数表のＣ０００に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療
機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を
確保し，その旨を文書等で取り決めている

□ 該当

次のいずれにも該当しないこと
　ａ　他の介護サービスの事業所において，当該利用者について，栄養状態
　　　のスクリーニングを行い，口腔・栄養スクリーニング加算を算定して
　　　いる
　　　※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定している場合を除く
　ｂ　当該利用者について，口腔の健康状態の評価の結果，居宅療養管理
　　　指導が必要であると歯科医師が判断し，初回の居宅療養管理指導を
　　　行った日の属する月を除き，指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師
　　　又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること
　ｃ　当該事業所以外の介護サービス事業所において，当該利用者につい
て，
　　　口腔連携強化加算を算定していること

□ 該当

管理栄養士又は栄養士による食事提供の管理の実施 □ 該当

利用者の状況により適切な栄養量及び内容の食事提供を実施 □ 該当

定員，人員基準に適合 □ 該当

１日につき３回を限度として算定 □ 該当

疾病治療の直接手段として，医師の発行する食事せんに基づき提供された適
切な栄養量及び内容を有する糖尿病食，腎臓病食，肝臓病食，胃潰瘍食，貧
血食，膵臓病食，高脂血症食，痛風食及び特別な場合の検査食の提供

□ 該当

療養食の献立を作成している □ 該当

有・無

有・無 有・無 口腔連携強化加算

有・無 療養食加算
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

有・無 在宅中重度者受入加算 利用者が利用していた訪問看護事業所による健康上の管理が行われている □ 該当

利用者総数のうち介護を必要とする認知症の対象者（日常生活自立度ランク
Ⅲ以上の者）の割合が５割以上

□ 該当

専門的な研修終了者を，事業所における対象者の数が２０人未満の場合は１
人以上，対象者が２０人以上の場合は，１に当該対象者が１９名を超えて１
０又はその端数を増すごとに１を加えた人数を配置し，チームとしての専門
的な認知症ケアの実施

□ 該当

留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に実施 □ 該当

有・無 有・無 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定していない □ 該当

認知症の指導に係る専門的な研修終了者を上記の基準に加え１名以上配置
し，事業所又は施設全体の認知症ケアの指導を実施

□ 該当

介護職員，看護職員毎の認知症ケアに関する研修計画の作成及び研修の実施 □ 該当

認知症専門ケア加算（Ⅰ）を算定していない □ 該当

有・無 有・無
生産性向上推進体制加算共
通

（１）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員に負担軽減に資
する方策を検討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な
検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認している
（一）業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器
　　　（以下、「介護機器」）を活用する場合における利用者の安全
　　　及びケアの質の確保
（二）職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
（三）介護機器の定期的な点検
（四）業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための
　　　職員研修

□ 該当
委員会は３月に１回以上開催するこ
と。

（２）上記の取組及び介護機器の活用による業務効率化及びケアの質の確保
並びに職員の負担軽減に関する実績がある

□ 該当

生産性向上推進体制加算
（Ⅰ）

有・無 有・無 認知症専門ケア加算共通

有・無 有・無 認知症専門ケア加算（Ⅱ）

有・無 有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

（３）介護機器を複数種類活用している
※以下の介護機器をすベて使用している

・見守り機器【すべての居室に設置している】
・インカム等【同一の時間帯に勤務する全ての介護職員が使用している。】
・介護記録作成の効率化に資するICT機器【複数の機器の連携も含め、データ
の入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る】

□ 該当

（４）当該委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化
及びケアの質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を
踏まえ、必要な取り組みを実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認して
いる。

□ 該当

（５）事業年度ごとに（１）、（３）及び（４）の取組に関する実績を厚生
労働省に報告している。

□ 該当

（２）介護機器を活用している
※以下の介護機器のうち、1つ以上を使用している

・見守り機器
・インカム等【同一の時間帯に勤務する全ての介護職員が使用している。】
・介護記録作成の効率化に資するICT機器【複数の機器の連携も含め、データ
の入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る】

□ 該当

（３）事業年度ごとに（１）及び（２）の取組に関する実績を厚生労働省に
報告している

□ 該当

ａ又はｂのいずれかを満たすこと
　ａ　介護職員の総数のうち介護福祉士の数が８０％以上
　ｂ　介護職員の総数のうち，勤続１０年以上の介護福祉士
　　　の占める割合が３５％以上

□ 該当

提供する施設サービスの質の向上に資する取組を実施している □ 該当

定員，人員基準に適合している □ 該当

介護職員の総数のうち介護福祉士の数が６０％以上 □ 該当

定員，人員基準に適合している □ 該当

生産性向上推進体制加算
（Ⅰ）

生産性向上推進体制加算
（Ⅱ）

有・無 有・無
サービス提供体制強化加算
（Ⅱ）

有・無 有・無
サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）

有・無 有・無

有・無 有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

以下のいずれかを満たす
　ａ　介護職員の総数のうち介護福祉士の数が５０％以上
　ｂ　看護・介護職員の総数のうち，常勤職員が７５％以上
　ｃ　入所者に直接処遇する職員のうち，勤続年数７年以上の
　　　者が３０％以上

□ 該当

定員，人員基準に適合している □ 該当

次に掲げる基準のいずれにも適合すること
□ 該当

１　介護職員処遇改善加算の算定額を上回る介護職員の賃金改善を実施する
こと □ 該当

２　１の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その
他を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、市に届け出ていること

□ 該当

３　 次に掲げる基準のいずれにも適合すること
□ 該当

（１）【月額賃金改善要件Ⅰ】
　加算Ⅳの加算額の２分の１以上に相当する額以上を、基本給又は毎月支払
われる手当（以下「基本給等」という。）の改善に充てている

□ 該当
旧ベースアップ等加算未算定の場合の
み適用

（２）【月額賃金改善要件Ⅱ】
　令和６年５月３１日時点で、旧処遇改善加算を算定し、かつ、旧ベース
アップ等加算を算定していない事業所が、令和８年３月３１日までに新規に
加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合は、仮に旧ベースアップ等加算
を算定する場合に見込まれる加算額の３分の２以上の基本給等の引上げを実
施している

□ 該当
旧ベースアップ等加算未算定の場合の
み適用

（３）【キャリアパス要件Ⅰ】　（任用要件・賃金体系の整備等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等の要件を定めて
いること
イ　アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めて
いること
ウ　ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、
全ての介護職員に周知していること

□ 該当
令和７年度中は年度内に対応すること
の誓約で可

有・無 有・無
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)

サービス提供体制強化加算
（Ⅲ）

有・無 有・無
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

（４）【キャリアパス要件Ⅱ】　（研修の実施等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の資質向上又は資格取得のための支援に関する計画を策定し、
当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
イ　アについて、全ての介護職員に周知していること。

□ 該当
令和７年度中年度内に対応することの
誓約で可

（５）【キャリアパス要件Ⅲ】　（昇給の仕組みの整備等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準
に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること
イ　アの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての
介護職員に周知していること

□ 該当
令和７年度中は年度内に対応すること
の誓約で可

（６）【キャリアパス要件Ⅳ】　（改善後の年額賃金要件）
　「経験・技能のある介護職員」のうち１人以上は、賃金改善後の賃金の見
込み額が年額４４０万円以上であること（加算等による賃金改善以前の賃金
が年額４４０万円以上の者を除く）

□ 該当

（７）【キャリアパス要件Ⅴ】　（介護福祉士の配置等要件）
　サービス類型ごとに以下の届出を行っていること
　
・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
　サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを算定している、若しくは日常生活継
続支援加算Ⅰ又はⅡを算定していること
・（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護
　サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを算定していること、若しくは本体施
設において旧特定加算Ⅰ又は加算Ⅰの届出があること

□ 該当

（８）【職場環境等要件】
届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金改善を除く）の内容を全
ての介護職員に周知していること

□ 該当

有・無 有・無
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)
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届出状況 算定状況 点検項目 点検事項 備考点検結果

４　事業年度ごとに介護職員処遇改善実績報告書を作成し、市に提出してい
ること □ 該当

５　賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するととも
に、就業規則等の内容についても職員に周知すること □ 該当

６　労働基準法等を遵守すること
□ 該当

有・無 有・無
介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）

加算（Ⅰ）の１から２、４から６に加え、３（１）から（６）及び（８）の
要件をすべて満たすこと □ 該当

有・無 有・無
介護職員等処遇改善加算
（Ⅲ）

加算（Ⅰ）の１から２、４から６に加え、３（１）から（５）及び（８）の
要件をすべて満たすこと □ 該当

有・無 有・無
介護職員等処遇改善加算
（Ⅳ）

加算（Ⅰ）の１から２、４から６に加え、３（１）から（４）及び（８）の
要件をすべて満たすこと □ 該当

有・無 有・無
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)
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